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令和３年度第７回定例総会 議事録 

 

 

１ 開催日時  令和３年１０月２５日（月）午後１時３０分～午後２時１８分 

 

２ 開催場所  加美町小野田支所 ２階会議室 

 

３ 出席委員（１７名） 

 

会   長      １９番 三 浦   泉 

会長職務代理者     １８番 伊 藤 登 喜 子 

委   員       １番 星   榮 喜 

〃         ２番 澁 谷 幹 男 

  〃         ３番 半 田   守 

〃         ４番 畠 山 義 信 

〃         ６番 猪 股   弘 

〃         ７番 三 嶋 秀 二 郎 

  〃         ８番 今 野   修 

  〃         ９番 千 葉 連 悦 

〃        １０番 板 垣 文 一 

〃        １１番 小 山 京 子 

  〃        １２番 佐 々 木 照 義 

〃        １３番 山 本   成 

〃        １４番 尾 形 徳 夫 

〃        １５番 中 村 貴 美 子 

〃        １６番 畠 山 智 史 

 

 

４ 欠席委員（２名） 

 

委   員       ５番 杉 村 昭 宏 

〃        １７番 佐 藤 と も 
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５ 議事日程 

日程第１  議事録署名委員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  会議書記の指名 

日程第４  報告第１８号  非農地証明書の交付について 

日程第５  報告第１９号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第６  議案第２２号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第７  議案第２３号  農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第８  議案第２４号  農用地利用集積計画の審査について 

 

 

６ 説明のため出席した職員 

農業委員会事務局長（書記）       嶋 津 寿 則 

農業委員会事務局次長          今 野 典 子 

農業委員会事務局農地係長        畠 山 明 大 

 

 

７ 議事の経過及び結果 

 

次のとおり。 
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第７回定例総会 議事の経過及び結果 

 

〈午後１時３０分 開会〉 

＊事務局（嶋津寿則事務局長） それでは定刻でございますので、只今より令和３年度

加美町農業委員会 第７回定例総会を開催いたします。 

農業委員会 会議規則第４条の規定により、会長が議長となりまして、議事を進行

していただきます。会長よろしくお願いします。 

 

＊議長（三浦泉会長） 本日は令和３年度、加美町農業委員会 第７回定例総会にご出席、

大変ご苦労様です。ただいまの出席委員は１７名です。５番 杉村昭宏委員、    

１７番 佐藤とも委員から欠席の通告があります。定例総会の定足数に達しておりま

すので、直ちに本日の会議を開きます。本日も慎重な審議をお願いいたします。 

 

 

 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。本日の議事録署

名委員は、６番 猪股弘委員、７番 三嶋秀二郎委員にお願いいたします。 

 

 

 

日程第２ 会期の決定 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。本定例総会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認め、会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

 

 

日程第３ 会議書記の指名 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第３、会議書記の指名を行います。本日の会議書記には、

事務局長 嶋津寿則君を指名いたします。なお、本定例総会の事務従事者として事務

局長以下の関係職員を任命します。 

 

それでは、議案の審議に入ります。 
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日程第４ 報告第１８号 非農地証明書の交付について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第４、報告第１８号 非農地証明書の交付について、事務局

より報告いたします。 

 

＊事務局（畠山明大係長） 報告第１８号、非農地証明書の交付について。このことに

ついて、別紙のとおり非農地証明願があり、現地調査等による審査の結果、農地法

の適用を受けないものであると認め、証明書を交付したので報告いたします。 

令和３年１０月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

今月の非農地証明願は１０件でございます。 

 

 《非農地証明》 

 報告書番号１・２ 

申請者 Ａ氏(相続財産管理人 司法書士 Ｂ氏) 

所在地 平柳字横前浦…番の畑 外１筆 

現況  原野 

面積  合計３５０㎡ 

非農地となってから長年経過しており、９月１６日の現地調査で非農地判断。 

 

報告書番号３ 

申請者 Ｃ氏 

所在地 字鹿原御伊勢宮…番…の田 

現況  宅地 

面積  ９８６㎡ 

昭和６１年７月に農地法第５条転用許可を受け居宅を建設したが、地目変更登記を行わないま

ま現在に至っているもの。 

 

報告書番号４ 

申請者 Ｄ氏 

所在地 字鹿原御伊勢宮…番…の田 

現況  宅地 

面積  ２９４㎡ 

昭和６２年９月に農地法第５条転用許可を受け車庫兼作業場を建設したが、地目変更登記を行

わないまま現在に至っているもの。 

 

報告書番号５～１０ 

申請者 Ｄ氏 外５名 

所在地 字鹿原堰ノ沢…番の畑 外２５筆 

現況  原野 

面積  合計３１,０７３㎡ 

５０年程前は養蚕業が盛んで桑畑として利用していたが、養蚕業の廃業とともに原野化し現在に

至っているもの。平成５年時点で農地台帳に記載なし。 
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 [以上１０件の非農地証明書交付について説明。] 

 

＊議長（三浦泉会長） 報告が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

 

―「はい」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） はい、７番 三嶋委員。 

 

＊７番（三嶋秀二郎委員） 畑から原野となっておりますが、こちらは耕作放棄地とい

うことで、現状は何の利用もしていないということですか。 

 

＊事務局（畠山明大係長） 旧小野田町時代に、農業委員会が既に農地ではないと認め

ていたため、現在の農地台帳には記載がございません。現状としましては、山林に

近い原野となっております。 

 

＊議長（三浦泉会長） ほかに質疑ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これにて報告第１８号を終了いたし

ます。 

 

 

 

日程第５ 報告第１９号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第５、報告第１９号 農地法第１８条第６項の規定による通

知について、事務局より報告いたします。 

 

＊事務局（今野典子次長） 報告第１９号 農地法第１８条第６項の規定による通知につ

いて。このことについて、別紙のとおり通知があったので報告いたします。 

令和３年１０月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

   今月の農地法第１８条第６項の規定による通知は１件でございます。 

 

報告書番号１ 

貸人  Ｅ氏 

借人  Ｆ氏 

所在地 字一本杉…番…の田 

面積  ６１９㎡ 

基盤強化促進法 

 

[以上１件の賃貸借の合意解約について説明。] 
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＊議長（三浦泉会長） 報告が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これにて報告第１９号を終了いたし

ます。 

 

 

 

日程第６ 議案第２２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第６、議案第２２号 農地法第３条の規定による許可申請に

ついて、事務局より議案の説明をさせます。 

 

＊事務局（今野典子次長） 議案第２２号 農地法第３条の規定による許可申請について。

下記農地について農地法第３条第１項の規定により許可申請があったので審議され

たい。 

令和３年１０月２５日提出。加美町農業委員会会長、三浦泉。 

   今月の農地法第３条の許可申請は４件でございます。 

 

申請番号１ 

渡人   Ａ氏 相続財産 

受人   Ｇ氏                                                                                                                                                                                                                                                                      

申請地  平柳字下谷地の田 １筆 

面積   ４５２㎡ 

耕作者へ売買するもの 

売買金額 総額…万円 

 

申請番号２ 

渡人   Ｈ氏 

受人   Ｉ氏 

申請地  字矢倉の田 ４筆 

面積   合計７,１５２㎡ 

耕作者へ贈与するもの 

 

申請番号３番・４番の案件につきましては議案書のとおりとなっております。 

 

[以上４件の許可申請について説明] 

 

＊議長（三浦泉会長） 議案の説明が終わりました。ただいまの説明に関連して、担当

委員の方から現地調査の結果並びに補足説明を、申請番号１番について、     

３番 半田守委員 お願いします。 
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＊３番（半田守委員） １０月１３日、双方に電話での聴取り調査を行い、翌日現地を

確認しまして、譲受人であるＧ氏のお母様からお話を伺いました。 

   Ａ氏は１５～６年前に亡くなられましたが、農地はそのままになっており、その

後息子さんも亡くなった際に、登記をしなくてはならないということになったので

すが、相続できる方がおりませんでした。娘さんとお孫さんがおりましたが、それ

ぞれ埼玉県と青森県にお住まいとのことで相続を放棄され、今回は相続財産管理人

に依頼しての売買となります。 

   申請地は、圃場整備した際にＧ氏の田に一時利用地として含まれていた土地で、

それまでＧ氏が耕作していたということもあり、地域調和要件に支障ないものと判

断いたしました。以上でございます。 

 

＊議長（三浦泉会長） 次に申請番号２番について、１４番 尾形徳夫委員 お願いしま

す。 

 

＊１４番（尾形徳夫委員） １０月１７日に、鈴木推進委員と聴取り調査、現地確認を

行いました。 

   もともとの農地の所有者であったＩ氏のお舅さんが６月に亡くなり、息子である

Ｉ氏のご主人が、それ以前の４月に亡くなっていることから、ご主人のご姉弟であ

るＨ氏が代表して相続されました。そこで今回、Ｈ氏からＩ氏へ贈与することとな

ったのですが、司法書士のＪ氏に相談したところ、筆数が多く贈与税がかなりかか

るため、十数年に渡り贈与していくということでございます。調査の結果、地域調

和要件に支障ないものと判断いたしました。以上でございます。 

 

＊議長（三浦泉会長） 次に申請番号３番について、１８番 伊藤登喜子委員 お願いし

ます。 

 

＊１８番（伊藤登喜子委員） １０月１７日に藤原推進委員と、渡人であるＫ氏、受人

であるＬ氏で現地にて聴取り調査を行いました。申請地はＬ氏の自宅の隣にある田

で、耕作者への売買ということでございます。双方に聴取り調査、現地確認の結果、

地域調和要件に支障のないものと判断しました。以上報告を終わります。 

 

＊議長（三浦泉会長） 次に申請番号４番について、１２番 佐々木照義委員 お願いし

ます。 

 

＊１２番（佐々木照義委員） １０月１７日に、Ｍ氏、Ｎ氏に電話でお話を伺いました。

申請地はＭ氏が取得してから３０年以上経過しているのですが、その頃からＮ氏が

耕作している農地で、今回Ｍ氏が農地を手放したいと考え、Ｎ氏にお話があったと

いうことでございます。１０月１９日に、藤原推進委員と現地調査を行った結果、

地域調和要件に支障がないものと判断しました。以上でございます。 

 

＊議長（三浦泉会長） ご苦労様でした。現地調査の結果並びに補足説明が終わりまし

た。これより審議を行います。質疑ございませんか。 
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―「はい」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） はい、７番 三嶋委員。 

 

＊７番（三嶋秀二郎委員） Ｉ氏の家は、Ｈ氏の実家ということですか。実家で財産を

処分するということでしょうか。 

 

＊議長（三浦泉会長） では事務局。 

 

＊事務局（今野典子次長） Ｉ家はＨ氏のご実家でございます。先ほどの説明にもあり

ましたように、Ｉ氏のご主人とお義父様が亡くなり、Ｈ氏が相続人としてＩ家の農

地を全て相続されました。その農地を、それまで耕作していたＩ氏へ、今まで通り

耕作してもらうために贈与することとなったのですが、贈与税の関係から十数年に

渡って、計画的に贈与していくという案件でございました。 

 

＊７番（三嶋秀二郎委員） では現在は、Ｈ氏に所有権が全て移っているのですね。 

 

＊事務局（今野典子次長） はい、そのようになっております。 

 

＊議長（三浦泉会長） ほかに質疑ございませんか。 

 

―「はい」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） はい、１６番 畠山智史委員。 

 

＊１６番（畠山智史委員） 売買の金額は、双方で合意すればその金額で成立するとい

うのが今までの流れだと思います。今後も所有権移転に伴う売買は増えていくと思

いますが、私もこの売買の金額について問われることがありますので、地域によっ

て基準があるものなのか教えていただきたいです。 

 

＊議長（三浦泉会長） では事務局。 

 

＊事務局（嶋津寿則事務局長） 売買の金額については、あくまでも相対になりますの

で、特に事務局で基準は設けておりません。ただ、現在の農地の情勢は農業委員さ

ん方もご存じかと思いますので、その中で大体おおまかな金額というものが見えて

いるのではないかと思います。私共のほうにも金額の問い合わせがございますが、

町でこのように言われたからというような表現をされる場合があるので、あえてお

答えしません。どうしてもという場合は、現在取引されている金額が、これくらい

の幅であるようですというのは、お伝えすることもございます。ですから、総会の

際に売買案件については金額をご報告しておりますし、また地域ごとの相場は、あ

る程度事務局でも把握し、必要であれば情報提供いたしますのでよろしくお願いい

たします。 
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＊議長（三浦泉会長） 他の農業委員さん方も金額については、よく聞かれると思いま

す。先ほど局長が言ったとおり、標準的な相場をお伝えするくらいで、最終的には

相対での取引というような方向性で今後もよろしくお願いします。 

ほかに質疑ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これより

議案第２２号 農地法第３条の規定による許可申請についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認めます。よって議案第２２号 農地法第３条の規

定による許可申請については、申請のとおり許可することに決定いたしました。 

 

 

 

  日程第７ 議案第２３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第７、議案第２３号 農地法第５条の規定による許可申請に

ついて、事務局より議案の説明をさせます。 

 

＊事務局（畠山明大係長） 議案第２３号 農地法第５条の規定による許可申請について。

下記農地を農地以外の目的に供するため農地法第５条第１項の規定により許可申請

があったので審議されたい。 

令和３年１０月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

   今月の農地法第５条の許可申請は６件でございます。 

   

  申請番号１・２ 

  渡人  Ｏ氏     字町裏…番地 

  渡人  Ｅ氏     字町裏…番地… 

  受人  Ｐ社     岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第３地割…番地 

申請地 字一本杉…番…  外４筆 

面積  合計４,０１３㎡ 

賃貸借により店舗建設及び駐車場の設置を行うもの 

事業資金 自己資金 …万円 

事業計画 令和３年１０月２５日着工予定 / 令和４年４月３０日完成予定 

申請地は、加美町役場の東約１ｋｍに位置し、水管及び下水道管が埋設されてい

る道路の沿道の区域で、おおむね５００ｍ以内に複数の公共施設が存することから

第３種農地と判断いたしました。 

本案件は３,０００㎡を超える事業計画となっており、県の常設審議委員会に諮る

案件となっております。 
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申請番号３ 

  渡人  Ｑ氏     大崎市古川堤根字竪堀…番地の… 

  受人  Ｒ氏     字一本杉…番地… …号 

申請地 上狼塚字中北原…番… 

面積  ３１０㎡ 

売買により専用住宅建築及び駐車場の設置を行うもの 

事業資金 自己資金 …万円 借入金 …万円 

事業計画 令和３年１２月１０日着工予定 / 令和４年３月３１日完成予定 

申請地は、加美町役場の北北東約２.３ｋｍに位置し、上狼塚中北原集落内に介在

する農地で、第１種農地、第３種農地のいずれにも該当しない生産性の低い農地で

あることから第２種農地と判断しました。 

現在、町内の賃貸住宅に居住する受人が申請地に自宅を建設するもので、用途が

住宅であり、「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活又は業

務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの（住宅・事務所・作業場等）」に該当すると思

料されることから、やむを得ないと判断いたしました。 

 

申請番号４ 

  渡人  Ｑ氏     大崎市古川堤根字竪堀…番地の… 

  受人  Ｓ社     羽場字山鳥川原八番…番地の… 

申請地 上狼塚字中北原…番… 

面積  ６９５㎡ 

売買により資材置場の設置を行うもの 

事業資金 自己資金 …万円 

事業計画 令和３年１２月１日着工予定 / 令和４年４月３０日完成予定 

申請地は、加美町役場の北北東約２.３ｋｍに位置し、上狼塚中北原集落内に介在

する農地で、第１種農地、第３種農地のいずれにも該当しない生産性の低い農地で

あることから第２種農地と判断しました。 

資材置場用地として市街地も検討したということですが、交通の便や管理状況の把握

等の観点から適地が見つからず、当該地を選定したものです。申請地周辺においても第３種農地

はなく、他に申請者が当該目的に使用することが可能な土地もないことから、やむを得ないと判

断いたしました。 

 

申請番号５・６ 

  渡人  Ｔ氏     字長檀…番地… 

  受人  Ｕ社     仙台市泉区明石南二丁目…番地の… 

申請地 字長檀…番…  外１筆 

面積  合計１,２１５㎡(うち６４㎡は使用貸借による一時転用) 

売買により太陽光発電設備の設置及び使用貸借により工事車両の通行を行うもの 

事業資金 自己資金 …万円 借入金 …万円 

事業計画 令和３年１０月２５日着工予定 / 令和４年５月３０日完成予定 

申請地は、加美町小野田支所の西北西約７０ｍに位置し、町役場・支所のおおむね  

３００ｍ以内の農地であることから第３種農地と判断いたしました。 
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 [以上６件の許可申請について説明] 

 

＊議長（三浦泉会長） 議案の説明が終わりました。ただいまの説明に関連して、担当

委員の方から現地調査の結果並びに補足説明を、１３番 山本成委員お願いします。 

 

＊１３番（山本成委員） 令和３年１０月１８日、杉村委員、三嶋委員、嶋津局長、畠

山係長、私の５名で現地を調査してまいりました。 

   まず申請番号１番と２番につきましては、Ｖ設計 Ｗ氏より説明を受けました。行

政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みについては、都市計画法第２９条開発行

為許可と同時許可の見込みとなっております。周辺農地等に係る営農条件への支障

の有無については、農業用排水施設はなく土盛を行い、施設内はアスファルト舗装

とします。外周法面はできるだけ小さくし、植生シートを設置することにより土砂

の流出を防止します。雨水は新設側溝に集水し、既設道路側溝に放流。汚水・雑排

水は公共下水道に接続するため問題はございません。隣接する…-…の田の所有者で

あるＸ氏とは、排水路及び排水について、また店舗建築による日照の影響について

は協議済みとの説明がありました。工事完了後は境界杭を復元し、周囲とのトラブ

ルを防ぎ、周囲に被害が出た場合は早急に解決に努めるとのことです。法令により

義務付けられている行政庁との協議の進捗状況として、開発許可申請については加

美町へ申請中で、宮城県には加美町許可後申請。道路法第２４条申請については、

県と町には協議済みで工事着工前に承認申請するということです。以上総合判断と

しまして、許可相当と判断いたしました。 

   申請番号３番については、Ｓ工務店のＹ氏より説明を受けました。周辺農地等に

係る営農条件への支障の有無については、表土の鋤取りと土盛りを行い、隣接する

…-…の宅地は１ｍ程の土盛を行うため、西側と南側に鉄筋コンクリートの土留めで

土砂の流出を防ぎます。汚水・雑排水は公共下水道に接続し、雨水は道路側溝へ排

水するため問題はないとのことでした。以上により総合判断として、許可相当と判

断いたしました。 

   申請番号４番につきましては、同じくＳ工務店のＹ氏より説明を受けました。行

政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みについては、雨水排水のため、加美町へ

公共物の排水許可等を申請します。周辺農地等に係る営農条件への支障の有無につ

いては、土盛りは行わず砕石敷きとします。雨水は新設側溝・雨水桝に集水し、町

道側溝へ排水するため問題はなく、許可相当と判断いたしました。 

   続きまして申請番号５番について、行政書士のＺ氏に説明を受けました。周辺農

地等に係る営農条件への支障の有無については、農業用の用排水施設はなく、雨水

は自然浸透とし、除草を年間３回以上行うため問題はないとのことで、許可相当と

判断しました。 

   申請番号６番につきましては、５番と同じく行政書士のＺ氏に説明を受けました。

周辺農地等に係る営農条件への支障の有無については、農業用の用排水施設はなく、

一時的に通行するための利用ということで支障はないとのことでした。一時転用で

ある場合の妥当性については、隣接する道路が存在しますが幅員１.８ｍと狭く、工

事車両の通行が不可能なため妥当と判断しました。以上により総合判断として、許

可相当と判断いたしました。以上で報告を終わります。 
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＊議長（三浦泉会長） ご苦労様でした。現地調査の結果並びに補足説明が終わりまし

た。これより審議を行います。質疑ございませんか。 

 

―「はい」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） はい、１６番 畠山委員。 

 

＊１６番（畠山智史委員） 申請番号１番と２番について、渡人のＯ氏とＥ氏はご家族

でしょうか。名字の漢字が違うようですが、ご関係はどのようになっていますか。 

 

＊議長（三浦泉会長） では事務局。 

 

＊事務局（畠山明大係長） 戸籍上、登録している漢字は違いますが血縁であり、Ｏ氏

はＥ氏のおばあ様にあたる方でございます。 

 

＊議長（三浦泉会長） ほかに質疑ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ほかに質疑がないようですから、これで審議を終わります。こ

れより、議案第２３号 農地法第５条の規定による許可申請についての採決を行いま

す。 

お諮りします。本件は、申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認めます。よって議案第２３号 農地法第５条の規

定による許可申請については、申請のとおり許可することに決定しました。 

 

 

 

日程第９ 議案第２４号 農用地利用集積計画の審査について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第９、議案第２４号 農用地利用集積計画の審査について、

事務局より議案の説明をさせます。 

 

＊事務局（今野典子次長） 議案第２４号 農用地利用集積計画の審査について。下記農

地について農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により審査決定を求めら

れたので審議されたい。 

令和３年１０月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

   今月の農用地利用集積計画の審議は、使用貸借２件でございます。 
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申請番号１ 

渡人      ａ氏 

受人      ｂ氏 

申請地     字原町町頭の田 外６６筆 

面積      合計６９,０４９㎡ 

権利移動の種別 使用貸借 

 

申請番号２ 

渡人      ｃ氏 

受人      ｂ氏 

申請地     宮崎字寒風沢六番の田 外１３筆 

面積      合計１７,９００㎡ 

権利移動の種別 使用貸借 

 

以上２案件で、田７２筆 畑９筆 面積８６,９４９㎡。これらの案件の計画内容は、

経営面積、従事日数等、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に規定する要件を

満たしているものと判断されます。 

 

  [以上２件の集積計画について説明] 

 

＊議長（三浦泉会長） 議案の説明が終わりました。これより審議を行います。質疑ご

ざいませんか。 

 

―「はい」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） はい、９番 千葉委員。 

 

＊９番（千葉連悦委員） 申請番号１番の申請地の中に、現況が田で登記地目が山林と

いう表記がございますが、こういった場合でも農地台帳には田ということで記載さ

れ、農地の扱いになるのですか。 

 

＊議長（三浦泉会長） では事務局。 

 

＊事務局（嶋津寿則事務局長） 登記地目上は山林で現況が田というケースは、多くは

ありませんが稀にございます。これは当時の農業委員会で、山林地目であるものの

田として認定しており現在に至っているという状況ですが、あくまでも現況で判断

することとなっております。また、地目が畑で現況が田というケースもございます

が、こちらも開田のあった時代に、なんらかの形で農地台帳に登録されたものと考

えております。 

 

＊議長（三浦泉会長） ほかに質疑ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 
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＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これより

議案第２４号 農用地利用集積計画の審査についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認めます。よって、議案第２４号 農用地利用集積

計画の審査については、原案のとおり決定いたしました。 

 

 

＊議長（三浦泉会長） 以上をもちまして、本日の案件はすべて議了いたしました。こ

れで令和３年度 加美町農業委員会 第７回定例総会を閉会いたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

〈午後２時１８分 閉会〉 

 

 

 

 

この議事録は、事務局長 嶋津寿則が調製したものであるが、その内容に相違 

ないことを証するため、署名押印する。 

 

令和３年１０月２５日 

 

議  長   三  浦   泉  

 

 

 

署名委員   猪  股   弘  

 

 

 

署名委員   三 嶋 秀 二 郎  


